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(57)【要約】
　少なくとも片手でタッチセンサを握っているユーザに
時間変化する電圧または駆動信号を駆動し、その後、指
が、タッチセンサ内の感知電極の近接感知距離内にある
場合、タッチセンサ上にある感知電極上のユーザの指ま
たは親指からの駆動信号を感知することによって、タッ
チおよび近接感知タッチセンサの近接感知距離を増加さ
せ、これによって、タッチセンサの近接感知モードにお
ける、ユーザのより長い距離の検出可能性を有効にする
ためのシステムおよび方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチおよび近接センサの近接感知距離を増加させるためのシステムであって、前記タ
ッチおよび近接センサシステムは、
　タッチおよび近接センサシステムのための筐体と、
　電源と、
　駆動信号を生成するための駆動信号生成器と、
　駆動信号生成器から駆動信号を受信するための少なくとも１つの駆動電極と、
　少なくとも１つの感知電極であって、少なくとも１つの駆動電極からの駆動信号に間接
的に静電容量結合されている、少なくとも１つの感知電極と、
　少なくとも１つの感知電極において、静電容量結合された駆動信号を受信するための感
知回路と、
　少なくとも駆動電極から駆動信号を受信する検出可能なオブジェクトであって、少なく
とも１つの感知電極は、検出可能なオブジェクトにおいて駆動電極を検出し、これによっ
て、駆動電極から駆動信号を間接的に検出し、検出可能なオブジェクトは、検出可能なオ
ブジェクトが駆動信号を受信しなかった場合よりも長い距離において感知回路によって検
出可能である、オブジェクトと
から構成される、システム。
【請求項２】
　タッチおよび近接センサシステムが、筐体の外部に配置された少なくとも１つのタッチ
センサパッドからさらに構成され、少なくとも１つのタッチセンサパッドが、少なくとも
１つの感知電極に結合され、少なくとも１つのタッチセンサパッドが、検出可能なオブジ
ェクトの近接と、少なくとも１つのタッチセンサパッドへの検出可能なオブジェクトのタ
ッチとを検出する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　タッチおよび近接センサシステムが、筐体の外部の駆動電極導体からさらに構成され、
駆動電極導体が、検出可能なオブジェクトと直接接触し、これによって、少なくとも１つ
の駆動電極から、検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項４】
　タッチおよび近接センサシステムが、筐体上に配置された少なくとも１つのタッチスク
リーンからさらに構成され、タッチスクリーンがユーザに視覚的フィードバックを提供し
、タッチスクリーンが、タッチスクリーン上における検出可能なオブジェクトの存在およ
び動きを検出することができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　タッチおよび近接センサシステムが、筐体の外部の駆動電極導体からさらに構成され、
駆動電極導体が、検出可能なオブジェクトと直接接触するのではなく、代わりに、検出可
能なオブジェクトに静電容量結合され、これによって、少なくとも１つの駆動電極から、
検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　タッチおよび近接センサシステムが、筐体の内部の駆動電極導体からさらに構成され、
駆動電極導体が、検出可能なオブジェクトと直接接触するのではなく、代わりに、検出可
能なオブジェクトに静電容量結合され、これによって、少なくとも１つの駆動電極から、
検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達する、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　タッチおよび近接センサの近接感知距離を増加させるための方法であって、
　タッチおよび近接センサシステムのための筐体を提供し、電源を提供し、駆動信号を生
成するための駆動信号生成器を提供し、駆動信号を受信するための少なくとも１つの駆動
電極を提供し、少なくとも１つの感知電極を提供し、少なくとも１つの感知電極は、少な
くとも１つの駆動電極からの駆動信号に間接的に静電容量結合され、少なくとも１つの感
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知電極において、静電容量結合された駆動信号を受信するための感知回路を提供し、少な
くとも１つの駆動電極から駆動信号を受信する検出可能なオブジェクトを提供するステッ
プと、
　少なくとも１つの駆動電極において駆動信号を生成するステップと、
　少なくとも１つの駆動電極から、検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達するステッ
プと、
　検出可能なオブジェクトにおける駆動信号を、少なくとも１つの感知電極に静電容量結
合するステップと、
　感知回路を使用して、検出可能なオブジェクトを検出するステップであって、検出可能
なオブジェクトは、検出可能なオブジェクトが駆動信号を受信しなかった場合よりも長い
距離において感知回路によって検出可能である、ステップと
を含む、方法。
【請求項８】
　筐体の外部に少なくとも１つのタッチセンサパッドを配置するステップと、
　少なくとも１つのタッチセンサパッドを、少なくとも１つの感知電極に結合するステッ
プと、
　検出可能なオブジェクトの近接および少なくとも１つのタッチセンサパッドへの検出可
能なオブジェクトのタッチを検出するステップと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　筐体の外部に駆動電極導体を配置するステップと、
　駆動電極導体を少なくとも１つの駆動電極に結合するステップと、
　駆動電極導体を、検出可能なオブジェクトと直接接触させるステップと、
　少なくとも１つの駆動電極から、検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達するステッ
プと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　筐体上に少なくとも１つのタッチスクリーンを配置するステップと、
　タッチスクリーン上における検出可能なオブジェクトの存在および動きを検出するステ
ップと、
　タッチスクリーンを使用して、ユーザに視覚的フィードバックを提供するステップと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　筐体の外部に駆動電極導体を配置するステップと、
　駆動電極導体を少なくとも１つの駆動電極に結合するステップと、
　駆動信号を検出可能なオブジェクトに静電容量結合することによって、少なくとも１つ
の駆動電極から、検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達するステップと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　筐体の内部に駆動電極導体を配置するステップと、
　駆動電極導体を少なくとも１つの駆動電極に結合するステップと、
　駆動信号を検出可能なオブジェクトに静電容量結合することによって、少なくとも１つ
の駆動電極から、検出可能なオブジェクトへ駆動信号を伝達するステップと
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、タッチおよび近接センサに関する。より具体的には、本発明は、タ
ッチおよび近接感知デバイスを握っている指の追跡を改良する機能に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　本発明で使用され得る静電容量性流量センサにはいくつかの設計がある。任意の静電容
量感知タッチパッドがどのようにして本発明を活用できるのかをより良く理解するために
、タッチセンサの基礎技術を検討することは有用である。
【０００３】
　ＣＩＲＱＵＥ（Ｒ）社製のタッチパッドは、相互静電容量感知デバイスであり、その一
例が、図１にブロック図として例示されている。このタッチパッド１０では、Ｘ（１２）
およびＹ（１４）電極の格子と、感知電極１６とが、タッチパッドのタッチ感知領域１８
を画定するために使用される。典型的には、タッチパッド１０は、約１６×１２の電極、
またはスペースの制約がある場合は８×６の電極からなる矩形格子である。これらＸ（１
２）およびＹ（１４）（すなわち、行および列）電極には、単一の感知電極１６がインタ
ーレースしている。すべての位置測定は、感知電極１６によって行われる。
【０００４】
　ＣＩＲＱＵＥ（Ｒ）社製のタッチパッド１０は、感知線１６上の電荷の不均衡を測定す
る。タッチパッド１０上または近傍にポインティングオブジェクトがない場合、タッチパ
ッド回路２０は均衡状態にあり、感知線１６上に電荷の不均衡はない。オブジェクトがタ
ッチ面（タッチパッド１０の感知領域１８）にアプローチまたはタッチしたときの静電容
量結合によって、ポインティングオブジェクトが不均衡を生成すると、電極１２、１４に
静電容量の変化が生じる。測定されるものは静電容量の変化であるが、電極１２、１４上
の絶対的な静電容量値ではない。タッチパッド１０は、感知線上の電荷の均衡を再確立ま
たは復元するために感知線１６に注入されねばならない電荷量を測定することによって、
静電容量の変化を決定する。
【０００５】
　上記のシステムを利用して、以下のようにタッチパッド１０上またはその近傍の指の位
置を決定する。この例は行電極１２について説明しており、列電極１４についても同様に
繰り返される。行電極および列電極の測定値から取得される値は、タッチパッド１０上ま
たはそれに近接したポインティングオブジェクトの重心である交差点を決定する。
【０００６】
　第１のステップでは、第１の組の行電極１２が、Ｐ、Ｎ生成器２２からの第１の信号で
駆動され、異なるが隣接する第２の組の行電極が、Ｐ、Ｎ生成器からの第２の信号で駆動
される。タッチパッド回路２０は、どの行電極がポインティングオブジェクトに最も近い
かを示す相互静電容量測定デバイス２６を使用して、感知線１６から値を取得する。しか
しながら、あるマイクロコントローラ２８の制御下にあるタッチパッド回路２０は、ポイ
ンティングオブジェクトが行電極のどちら側に位置しているのかをまだ決定できず、また
このタッチパッド回路２０は、ポインティングオブジェクトが電極からどれだけ離れて位
置しているのかを決定できない。したがって、このシステムは、駆動されるべき電極１２
のグループを、１つの電極分だけシフトさせる。言い換えれば、グループの一方の側の電
極が追加され、グループの反対側の電極はもはや駆動されない。その後、新たなグループ
は、Ｐ、Ｎ生成器２２によって駆動され、感知線１６の第２の測定値が獲得される。
【０００７】
　これら２つの測定値から、行電極のどちら側にポインティングオブジェクトが位置して
いるか、およびどれだけ離れているかを決定することが可能である。その後、測定された
２つの信号の大きさを比較する式を使用して、ポインティングオブジェクト位置の決定を
実行する。
【０００８】
　ＣＩＲＱＵＥ（Ｒ）社製のタッチパッドの感度または解像度は、１６×１２格子の行お
よび列電極が示唆するよりもはるかに高い。解像度は通常１インチあたり９６０カウント
、またはそれ以上のオーダである。正確な解像度は、構成要素の感度、同じ行および列上
の電極１２、１４間の間隔、および本発明にとって重要ではない他の要因によって決定さ
れる。Ｐ、Ｎ生成器２４を使用して、Ｙすなわち列電極１４に対して上記のプロセスが繰
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り返される。
【０００９】
　上述したＣＩＲＱＵＥ（Ｒ）製タッチパッドは、ＸおよびＹ電極１２、１４の格子と、
個別の単一の感知電極１６とを使用するが、感知電極は実際には多重化を使用することに
よってＸまたはＹ電極１２、１４とすることができる。
【００１０】
　近年、ハンドヘルドまたはポータブル電子デバイスが普及している。これらデバイスに
は、スマートフォン、ビデオゲームコントローラ、ポータブルビデオゲーム、テレビリモ
コン、カメラ、拡張現実メガネ、仮想現実メガネ、マルチメディアプレーヤなどが含まれ
るが、これらに限定されない。
【００１１】
　ポータブル電子機器と対話する新たな方法を提供することによって、能力を向上させる
動向がある。１つの課題は、直感的で効率的なユーザ入力を作成することである。１つの
特定の例は、タッチパネル、タッチスクリーン、タッチパッド、タッチ面またはタッチセ
ンサと接触させた状態だけでなく、三次元空間内で指を追跡したいという要望である。
【００１２】
　典型的な静電容量式タッチセンサは、相互静電容量モードまたは自己静電容量モードで
動作する。相互静電容量モードでは、駆動電極などの少なくとも１つの電極は、変化する
電圧で、および信号を感知する感知電極のような少なくとも別の電極とともに、駆動され
得る。指または他の導電性のオブジェクトが、同一平面上のＸおよびＹ電極格子の送信電
極（駆動電極）と受信電極（感知電極）との間の接合部に接近すると、ポインティングオ
ブジェクトが接地しているときは駆動電極と感知電極との間の信号結合は減少するか、ま
たは、ポインティングオブジェクトが電気的にフロートしている小さなオブジェクトであ
る場合は信号結合が増加され得る。
【００１３】
　自己静電容量モードでは、感知電極の静電容量負荷が測定されている間に、少なくとも
１つの電極が変化する電圧で駆動される。接地された導電性オブジェクトが、Ｘ電極およ
びＹ電極に接近すると、感知電極における静電容量性負荷が増大する。相互静電容量法と
自己静電容量法は両方とも、比較的短い距離におけるオブジェクト検出に限定され得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の実施形態では、本発明は、少なくとも片手でタッチセンサを握っているユーザに
時間変化する電圧または駆動信号を駆動し、その後、指が、タッチセンサ内の感知電極の
近接感知距離内にある場合、タッチセンサ上にある感知電極上のユーザの指または親指か
らの駆動信号を感知することによって、タッチおよび近接感知タッチセンサの近接感知距
離を増加させ、これによって、タッチセンサの近接感知モードにおける、ユーザのより長
い距離の検出可能性を有効にするためのシステムおよび方法である。
【００１５】
　本発明のこれらおよび他の目的、特徴、利点および代替の態様は、添付の図面と併せた
以下の詳細説明の考察から当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来技術に見られ、本発明での使用に適応可能なタッチパッドの動作のブロック
図である。
【図２】本発明の第１の実施形態のブロック図である。
【図３】手および円筒形タッチセンサを図示する本発明の第１の実施形態の斜視図である
。
【図４】手と円筒形タッチセンサとリストストラップとを図示する本発明の代替実施形態
の斜視図である。
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【図５】タッチセンサと近接センサとが同じ筐体内に配置され得るが、個別の駆動信号、
駆動信号生成器、ならびに、駆動電極および感知電極を使用し得ることを図示するブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の様々な要素に数字指定が与えられ、当業者が本発明を製作し使用することを可
能にするように本発明が論議される図面に参照がなされる。以下の説明は本発明の原理の
単なる例示であり、以下に続く特許請求の範囲を狭めるものと見なされるべきではないこ
とが理解されるべきである。
【００１８】
　第１の実施形態は、検出可能なオブジェクトのより長い検出距離を可能にするために、
タッチおよび近接感知デバイス（以下、「タッチセンサ」）の近接感知距離を増加させる
ことが対象とされ得る。第１の実施形態はまた、タッチセンサの新たな応用を可能にし得
る。
【００１９】
　図２は、第１の実施形態の概念のブロック図である。図２は、少なくとも１つの検出可
能なオブジェクト３２と、少なくとも１つの感知電極３４と、駆動信号生成器３６と、感
知回路３８と、電源５０とから構成されるタッチセンサ３０を図示する。電源は、駆動信
号生成器３６と感知回路３８との両方にエネルギーを供給する。少なくとも１つの検出可
能なオブジェクト３２と感知電極３４とが互いに隣接するように図示されている。しかし
ながら、この物理的関係は例示目的のみのためであり、第１の実施形態の限定要因ではな
い。説明されるように、ユーザが、少なくとも１つの駆動電極３２上の信号を拡張したも
のとなるように、駆動電極は何らかの手法でユーザに結合されなければならない。
【００２０】
　複数の感知電極３４が存在し得、それらのすべてが第１の実施形態の動作を変える訳で
はないことが理解されるべきである。言い換えれば、複数の感知電極３４は、タッチセン
サ４０がどのように動作し得るかを変えることはない。しかしながら、複数の感知電極３
４は、少なくとも１つの駆動電極３２が、タッチセンサ３０の少なくとも１つの感知電極
３４によって検出可能であり得るスペースの容積を増加させ得る。
【００２１】
　少なくとも１つの駆動電極３２は、矩形のオブジェクトとして図示されているが、少な
くとも１つの検出可能なオブジェクトは、任意の形状を有し得、また多数の突起を有し得
る。たとえば、少なくとも１つの駆動電極３２は、複数の指および親指でユーザの手に結
合されている電極であり得る。実質的に、ユーザの手が駆動電極３２になる。
【００２２】
　第１の実施形態がどのように実施され得るかの例示は、図３に図示されるようなハンド
ヘルドタッチセンサ４０におけるものである。図３は、ユーザの手４２によって握られ得
るオブジェクトのための筐体から構成されるタッチセンサ４０を図示する。たとえば、タ
ッチセンサ４０は、ユーザの手４２の指および親指が、タッチセンサ４０上のあらかじめ
決定された場所に置かれることを可能にする人間工学的に心地良いグリップを有するオブ
ジェクトであってよい。
【００２３】
　これらのあらかじめ決定された場所は、タッチセンサとして機能し得るオブジェクトを
握っている手４２のための自然な置き場であり得る。この例では、タッチセンサ４０は、
図３に図示されるように、実質的に円筒形の形状であり得る。タッチセンサ４０は、タッ
チセンサ４０上の様々な場所に配置された複数のタッチセンサパッド４６を有する実質的
な円筒形本体４４を有し得る。
【００２４】
　タッチセンサ４０の筐体上のタッチセンサパッド４６の場所は、ユーザがタッチセンサ
４０を握っている場合にタッチする可能性がある場所、またはタッチセンサと対話するた
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めにユーザがタッチする必要がある場所のいずれかであり得る。
【００２５】
　たとえば、円筒形本体に配置されたタッチセンサパッド４６は、ユーザがタッチセンサ
をこれから使用することを示唆するような形で、ユーザがタッチセンサ４０を握っている
ときに手のひらや指先が置かれる可能性がある場所に配置され得る。しかしながら、この
例では、タッチセンサディスプレイまたはタッチスクリーン４８は、円筒形本体４４の端
部に配置されてもよい。タッチセンサ４０の円筒形本体４４上に、１つまたは複数のタッ
チスクリーンが存在し得る。この例では、タッチスクリーン４８は、他のタッチセンサパ
ッド４６よりも大きくても小さくてもよく、ユーザの親指の存在だけでなく、親指の場所
および動きを追跡できてもよい。したがって、より小さなタッチセンサパッド４６は、検
出可能なオブジェクトの存在またはアプローチを検出するためにのみ使用され得、他のタ
ッチスクリーン４８は、検出および追跡が実行される、当業者に知られているタッチセン
サのような、より多くの能力を有し、より多くの機能を提供し得る。
【００２６】
　第１の実施形態は、ユーザの手、指、および親指の存在または場所を検出するタッチセ
ンサパッド４６およびタッチスクリーン４８を含むのみならず、タッチセンサ３０によっ
て検出可能な信号をユーザに駆動するためのシステムも含み得る。
【００２７】
　第１の実施形態では、駆動信号生成器３６は、タッチセンサ４０を握っているユーザに
時間変化する電圧（「駆動信号」または「信号」）を駆動し、その後、駆動信号から、ユ
ーザの指または親指に存在し得る結合電圧を感知し得る。この信号は、タッチセンサ４０
のタッチセンサパッド４６およびタッチスクリーン４８上で検出可能であり得る。したが
って、タッチセンサパッド４６およびタッチスクリーン４８は、感知電極３４を介して、
タッチセンサ４０内に配置された感知回路３８に結合され得る。感知回路３８は、タッチ
センサ４０内に配置されている剛性または可撓性の回路基板上に配置され得るか、または
タッチセンサ自体の筐体上にさえも配置され得る。
【００２８】
　タッチセンサ４０は、駆動信号生成器３６および感知回路３８に電力を提供するための
電源を含み得る。この第１の実施形態では、駆動信号生成器３６、感知回路３８、電源５
０、少なくとも１つの駆動電極３２、および少なくとも１つの感知電極３４はすべて、タ
ッチセンサ４０内に配置され得る。
【００２９】
　本発明の第１の実施形態では、少なくとも１つの駆動電極が、ユーザへの直接的なガル
バニック接続を形成し得る。たとえば、これは、手のようなユーザの皮膚と直接接触する
タッチセンサ４０の、筐体上に露出された駆動電極導体５２を駆動することによって行わ
れ得る。たとえば、図３において隠線を使用して図示されている大きな手のひら導体５２
は、ユーザへの駆動電極３２の接続であり得る。
【００３０】
　代替的に、この接続は、直接の接触でなくともよい。たとえば、少なくとも１つの駆動
電極３２は、タッチセンサ４０内を起点としてもよいが、ユーザに結合されるために、タ
ッチセンサの筐体を超えて延在してもよいことが注目される。たとえば、駆動電極３２は
、静電容量性接続の形態であり得る。
【００３１】
　静電容量性接続を形成する１つの手法は、十分大きな駆動信号がユーザに伝達され得る
ように、駆動電極３２が十分大きな表面積を有し、ユーザのある部分に十分近くなるよう
にすることであり得る。たとえば、約１２平方センチメートルで、ユーザの手まで約１ｍ
ｍの距離にあるタッチセンサ４０内の金属板は、十分大きな信号をユーザに静電容量結合
するのに適切であり得るが、これよりも大きいまたは小さい金属板であってもよい。金属
板は、タッチセンサ４０の筐体の内側にあっても外側にあってもよい。
【００３２】
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　図４に図示される別の代替実施形態では、駆動電極３２は、駆動電極３２を含む可撓性
ストラップ５４の一部であることによってユーザと接触することができる。駆動電極３２
は、第１の端部で、タッチセンサ４０の筐体内の駆動信号生成器３６に結合され、第２の
端部で、ユーザの手または手首の周りを包み得るストラップ５４に結合され得る。
【００３３】
　駆動電極３２は、金属、有機材料、または無機化合物であり得る。駆動電極３２はまた
、可撓性または剛性であり得る。重要なことは、駆動電極３２が、ユーザと静電容量結合
されるか、または直接接触することである。
【００３４】
　本発明の別の態様では、ハンドヘルドタッチセンサ４０は、通常、アースから電気的に
絶縁されていてもよく、電源５０でバッテリ駆動されていてもよい。これらの理由のため
に、ハンドヘルドタッチセンサを握っているユーザに結合されている駆動電極３２は、電
圧基準となることができ、またその結果、電源およびそれにガルバニックに接続されてい
る可能性のある構成要素を変調させ得る。
【００３５】
　別の実施形態では、タッチセンサ４０の電源５０は、充電器またはＵＳＢ接続のような
外部接地基準に結合され得る。この場合、ユーザは依然として電圧で駆動され得るが、ハ
ンドヘルドタッチセンサ４０の接地基準は変調されていない。
【００３６】
　第１の実施形態は、図３および図４に図示される特徴も含み得る。これらの図は、タッ
チスクリーン４８が、タッチスクリーン４８から、タッチセンサ４０を保持しているユー
ザに視覚的なフィードバックを提供するのみならず、入力をも提供し得ることを図示して
いる。
【００３７】
　タッチセンサ４０はまた、指が近接距離内に入った場合、またはタッチによって、アク
ティブ化および非アクティブ化され得る静電容量感知領域であるタッチスクリーン４８上
の仮想ボタンを含み得、これはボタンと称され得る。さらに、タッチスクリーン４８上の
仮想ボタンの場所は、タッチスクリーン４８上に図示されているものに応じて、異なる機
能を提供するために変更され得る。
【００３８】
　本発明のすべての実施形態において、本発明は、ユーザの指または親指などの検出可能
なオブジェクトがタッチセンサ４０によって検出可能である距離を実質的に増加させ得る
。この能力は、指がタッチスクリーン４８に近づいた場合、タッチスクリーン４８上の仮
想ボタンの周囲の領域を照らすなどの機能をタッチセンサ４０に追加するのに有用であり
得る。
【００３９】
　本発明の実施形態の別の用途は、タッチセンサへの他の入力をトリガすることなく、タ
ッチセンサ４０上でホバリングしている、またはタッチセンサ４０に向かって移動してい
る指の場所を、タッチセンサ４０上に示すことであり得る。言い換えれば、タッチセンサ
パッド４６またはタッチスクリーン４８への検出可能なオブジェクトのアプローチは、指
が特定のタッチセンサパッド４６、または、タッチセンサのタッチスクリーン４８にアプ
ローチしているといういくつかの視覚的、触覚的、または聴覚的フィードバックを、タッ
チセンサ４０のある部分に、ユーザへ与えさせることができる。
【００４０】
　本発明の別の態様は、タッチセンサ４０が、当業者に一般的な方式で動作するＸおよび
Ｙ電極の駆動および感知格子を有する典型的な最新技術のタッチセンサであってよいこと
であり得る。しかしながら、別の代替実施形態では、タッチセンサ４０は、すべての電極
が駆動電極３２または感知電極３４になるように電極の機能を変更することができる。し
たがって、駆動信号は、タッチセンサ４０以外のデバイスから来ることがあるが、それで
もなおタッチセンサによって検出可能であり得る。
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【００４１】
　図５は、本発明の別の実施形態において、タッチセンサおよび近接センサの機能が単一
のタッチおよび近接感知デバイス６０において分離され得ることをブロック図で図示する
。本発明のこの実施形態では、２つの駆動信号生成器および別々の駆動電極および感知電
極、タッチセンサ６２として動作するデバイスの一部分のための１つの駆動信号生成器、
および近接センサ６４として動作しているデバイス６０の一部分のための異なる駆動信号
生成器および駆動電極および感知電極とが存在し得る。
【００４２】
　本発明の実施形態の応用は、ユーザが自分の手を直接見ることができない仮想現実（Ｖ
Ｒ）システム、または、ユーザが見ることができるが、視覚が使用される場合であっても
ＡＲと対話するためのより多くの手法を必要とする拡張現実システムにおけるものであり
得る。
【００４３】
　ＶＲシステムでは、ユーザの中には自分の手が見えない場合に、ハンドヘルドゲームコ
ントローラ上の特定のボタンを見つけるのに困ることがあり得る。本発明の実施形態は、
ユーザが正しいボタンまたはコントロールにタッチすることができるように、ハンドヘル
ドタッチセンサのタッチ面上の自身の指の場所を、ＶＲシステムがユーザに示すことを可
能にすることができる。これはまた、ＶＲ内のオブジェクトの把握、ポインティング、可
変トリガアクション、可変スクイージング、フリック、フィストクリンチなどのＶＲアク
ションのためにも使用され得る。
【００４４】
　これらの機能はすべてＶＲにおいて役立つが、ＡＲにおいても役立つ。仮想オブジェク
トと現実オブジェクトとを組み合わせ、それらをスマートフォンのディスプレイまたはＡ
Ｒメガネのレンズのようなディスプレイ上で組み合わせることができるスマートフォンま
たはメガネのようなＡＲデバイスを考察する。
【００４５】
　本発明の１つの実施形態では、スマートフォンまたはメガネのようなデバイスが、個別
のハンドヘルドタッチセンサ４０によって検出可能な駆動信号を生成してもよく、または
ハンドヘルドタッチセンサが、スマートフォンまたはメガネによって検出可能な駆動信号
を生成してもよい。
【００４６】
　上記の実施形態は、本発明のハンドヘルドデバイスの応用を説明したが、他のものも可
能である。別の実施形態では、駆動電極は、車両の座席にある。この応用では、多数の駆
動電極が、多数のシートにて同じタッチ感知電極において使用され得る。この場合、デバ
イスと対話している異なるユーザを区別するために、駆動電極が使用され得る。これは、
運転者および交替運転者の認識が望まれる自動車応用において特に有用であり得る。
【００４７】
　要約すると、本発明の第１の実施形態の最も基本的な形態は以下の通りである。第１の
実施形態は、タッチおよび近接センサの近接感知距離を増加させるためのシステムであり
、このシステムは、タッチおよび近接センサシステムのための筐体と、電源と、駆動信号
を生成するための駆動信号生成器と、駆動信号生成器から駆動信号を受信するための少な
くとも１つの駆動電極と、少なくとも１つの駆動電極からの駆動信号に間接的に静電容量
結合される少なくとも１つの感知電極と、少なくとも１つの感知電極において静電容量結
合された駆動信号を受信するための感知回路と、少なくとも駆動電極からの駆動信号を受
信する検出可能なオブジェクトとから構成され、少なくとも１つの感知電極は、検出可能
なオブジェクト上の駆動電極を検出し、これによって、駆動電極からの駆動信号を間接的
に検出し、検出可能なオブジェクトは、検出可能なオブジェクトが駆動信号を受信しなか
った場合よりも長い距離において、感知回路によって検出可能である。
【００４８】
　同様に、第１の実施形態の方法は、同じシステムを提供し、その後、少なくとも１つの
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駆動電極において駆動信号を生成し、少なくとも１つの駆動電極から、検出可能なオブジ
ェクトへ駆動信号を伝達し、検出可能なオブジェクトにおける駆動信号を少なくとも１つ
の感知電極へ静電容量結合し、感知回路を使用して、検出可能なオブジェクトを検出する
ものであり、検出可能なオブジェクトは、検出可能なオブジェクトが駆動信号を受信しな
かった場合よりも長い距離において、感知回路によって検出可能である。
【００４９】
　いくつかの例示的な実施形態のみが上記に詳細に説明されたが、当業者は、本発明から
実質的に逸脱することなく、例示的な実施形態において多くの修正が可能であることを容
易に認識するであろう。したがって、そのようなすべての修正は、以下の特許請求の範囲
に定義される本開示の範囲内に含まれることが意図される。出願人の明示的な意図は、特
許請求の範囲が、関連付けられた機能とともに「ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ」という文言を明示
的に使用する場合を除いて、ここにおける特許請求の範囲のいずれかのどの限定にも３５
Ｕ．Ｓ．Ｃ第１１２条第６パラグラフを行使しないことである。

【図１】 【図２】
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